
長岡市建設工事請負基準約款（令和５年10月19日 告示第469号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（不可抗力による損害） （不可抗力による損害） 

第30条 （略） 第30条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 発注者は、前項の規定により受注者か

ら損害による費用の負担の請求があった

ときは、当該損害の額（工事目的物、仮

設物又は工事現場に搬入済みの工事材料

若しくは建設機械器具であって第14条第

２項、第15条第１項若しくは第２項又は

第38条第３項の規定による検査、立会い

その他受注者の工事に関する記録等によ

り確認することができるものに係る額に

限る。次項において同じ。）及び当該損

害の取片付けに要する費用の額の合計額

（以下この条において「損害合計額」と

いう。）のうち請負金額の100分の１を超

える額を負担しなければならない。ただ

し、災害応急対策又は災害復旧に関する

工事における損害については、発注者が

損害合計額を負担するものとする。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者か

ら損害による費用の負担の請求があった

ときは、当該損害の額（工事目的物、仮

設物又は工事現場に搬入済みの工事材料

若しくは建設機械器具であって第14条第

２項、第15条第１項若しくは第２項又は

第38条第３項の規定による検査、立会い

その他受注者の工事に関する記録等によ

り確認することができるものに係る額に

限る。次項において同じ。）及び当該損

害の取片付けに要する費用の額の合計額

（以下       「損害合計額」と

いう。）のうち請負金額の100分の１を超

える額を負担しなければならない。     

                     

                    

                                 

５ （略） ５ （略） 

６ 数次にわたる不可抗力により損害の合

計額が累積した場合における第２次以降

の不可抗力による損害合計額の負担につ

いては、第４項中「当該損害の額」とあ

るのは「損害の額の累計」と、「当該損

害の取片付けに要する費用の額」とある

のは「損害の取片付けに要する費用の額

の累計」と、「請負金額の100分の１を超

える額」とあるのは「請負金額の100分の

１を超える額から既に負担した額を差し

引いた額」と、「損害合計額を」とある

のは「損害合計額から既に負担した額を

差し引いた額を」として同項を適用する。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害の合

計額が累積した場合における第２次以降

の不可抗力による損害合計額の負担につ

いては、第４項中「当該損害の額」とあ

るのは「損害の額の累計」と、「当該損

害の取片付けに要する費用の額」とある

のは「損害の取片付けに要する費用の額

の累計」と、「請負金額の100分の１を超

える額」とあるのは「請負金額の100分の

１を超える額から既に負担した額を差し

引いた額」                   

                                      

        として同項を適用する。 



第44条の２ （略） 第44条の２ （略） 

２ 発注者は、前条第２項又は前項の規定

によるほか、受注者（受注者が共同企業

体であるときは、その構成員のいずれか

の者。以下この項において同じ。）が次

の各号のいずれかに該当するときは、直

ちにこの契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前条第２項又は前項の規定

によるほか、受注者（受注者が共同企業

体であるときは、その構成員のいずれか

の者。以下この項において同じ。）が次

の各号のいずれかに該当するときは、直

ちにこの契約を解除することができる。 

(1) その役員等（受注者が個人である場

合にはその者その他経営に実質的に関

与しているものを、受注者が法人であ

る場合にはその役員、その支配人又は 

   常時建設工事の請負契約を締結

する事務所の代表者その他経営に実質

的に関与しているものをいう。以下こ

の項において同じ。）が暴力団員であ

ると認められるとき。 

(1) その役員等（受注者が個人である場

合にはその者                     

        を、受注者が法人であ

る場合にはその役員又はその支店若し

くは 常時建設工事の請負契約を締結

する事務所の代表者               

          をいう。以下こ

の項において同じ。）が暴力団員であ

ると認められるとき。 

(2) その役員等が自己、自社若しくは第

三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用するなどしてい

ると認められるとき。 

(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的

に関与していると認められるとき。             

                        

                                     

             

(3) その役員等が、暴力団又は暴力団員

に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与する等直接的又は積極的に暴力団

の維持又は運営に協力し、又は関与し

ていると認められるとき。 

(3) その役員等が自己、自社若しくは第

三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用したと認められ

るとき。         

(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員

であることを知りながらこれらを不当

に利用するなどしていると認められる

とき。                                          

                    

(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員

に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与する等直接的又は積極的に暴力団

の維持又は運営に協力し、又は関与し

ていると認められるとき。 

(5)～(7) （略） (5)～(7) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

附 則 

この要領は、令和５年11月１日から施行します。 


